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024年はデータ改ざんや検査不正といった品質不正や品質不祥事
が相次いだ年という印象を受けた方もいるのではないでしょうか。

また、自社において不正・不祥事対策に携わっている経営企画部門、内部
監査部門や法務部門、品質保証部門などに所属している方もおられると
思います。
今日、品質不正事案は特定の大手企業や上場企業の問題にとどまらず、業
界・企業規模を問わず多くの企業が抱えるリスクとも言えます。
本稿では、何も起こっていない平時だからこそ何ができるのか、何をすべ
きなのか、企業において品質不正問題への対応を経験した弁護士と、多く
の品質不正対応への支援実績を持つコンサルタントが不正対応の成功ポ
イントや失敗例を踏まえて対話形式で対応策について解説します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあ
らかじめお断りいたします。
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POINT 1

品質不正事案対応の成功は初動
にあり

品質不正事案対応でポイントになるの
が、初動対応での調査のあり方であり、
計画とハンドリング次第で、事案対応
の成否が大きく分かれる。

POINT 2

品質不正は「防ぐ」のではなく 
「対処」する

相次ぐ品質不正事案の特徴の1つは、
数十年にわたり続けられてきたものであ
るため、すでに発生しているという想定
のもと、いかに 「防ぐ」かよりも、いかに
「対処」するかに重きをおくことが重要で
ある。

POINT 3

平時のうちに事前の備えを

平時にこそ、品質不正事案に備えた対
応策が重要であり、自然災害と同じよ
うにクライシスマネジメントプランや点
検といった事前準備をすることで、品質
不正事案をコントロールすることが可
能である。
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Ⅰ

品質不正事案対応の成功 
ポイントは何か？

初動での調査計画が重要

三橋　品質不正事案が発生し公になる
と、メディアから注目を浴びるのはもちろ
んのこと、モノづくりの根幹となる品質不
正となれば、リコールや生産中止に発展す
るケースもあり、製造業の企業にとっては
存亡の危機になり得ると思います。そうし
たなかで、品質不正事案の対応を成功に
導くポイントはどこにあるのでしょうか。

吉岡　成功のポイントは1つとは限りませ
んが、1つ挙げるとしたら入口となる調査
計画と思います。品質不正事案でよく見る
ケースとして、数十年にわたって不正が行
われており、こういったケースでは品質不
正の予防は手遅れで、発見後の対処が重
要となります。
一方で、長年の慣習として行われてき

た不正というのは、その特性から初期調

査で不正の原因や影響範囲がよくわから
ず「調査の限界」に陥り、説得力のない調
査に終わってしまうことがあります。また、
調査も長引き、批判を拡大するだけといっ
たことにつながります。
このような状況に陥らないためにも、初

動対応での初期調査とその後の事実調査
の計画が重要となります。

三橋　確かに、品質不正対応は長いプロ
セスで、調査には多くの時間がかかりま
す。初期の段階で調査計画を立てる必要
があると感じますが、どういったアプロー
チがよいのでしょうか。

吉岡　たとえば、あるケースでは、メール
調査で不正の証拠が検出できなかったも
のの、代替手法としてデータ分析を取り入
れました。図表1に示すように、まず、どの
ような不正行為が、どのような場合に行わ
れていたかの仮説を立て、社内に残されて
いるデータのなかから不正の痕跡が残っ
ている可能性のあるものを洗い出し、仮
説検証を行いました。

データ分析から必要とするデータを特
定し、それらが調査に資する信頼できる
データであるのか、また、そのデータにア
クセスできるメンバーがどういう人間で、
記録されているデータの範囲がどこまで
あるのかなどの把握を迅速に行いました。
それにより調査の方向性を決めることが
でき、効率的な調査につながりました。
このケースでは、早い段階から調査範

囲を決めることができ、素早いステークホ
ルダー対応にもつながりました。

調査のDXを促進し、スピーディな対応
に繋げる

三橋　なるほど、調査といえば、関係者
へのアンケートやヒアリング、メール調査
といったヒューマンアプローチが主流だと
思っていましたが、調査の手法も進化、つ
まりDX化が進んでいるのですね。

吉岡　そのとおりです。デジタル化の波
が多くの業界に影響を与えていますが、不
正調査の現場もその例外ではありません。

出典：SSBJ基準案に基づきKPMG作成

出所：KPMG作成

図表1 KPMGのデータ分析アプローチ

KPMGが開発したツールを用
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値などを特定します。

すでに発覚している事象や
背景事情、製造プロセスな
どを把握したうえで、どのよ
うにデータ改ざんや不正が
行われたかについて仮説検
討します。

製造で使用されている試験
機やシステムとその業務フ
ローを可視化することで、ど
こで不正が起き得るのか
や、データ取得すべき部分を
特定します。

データクレンジング・結合な
どにより、各システムのデー
タを1つにまとめたうえで、そ
のデータから分布推定や回
帰／重回帰分析などを用い
てデータ解析を行います。
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出所：KPMG作成
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三橋　データ分析を行う際に大変だった
ことはありますか。

吉岡　社内で管理されているデータは多
種多様です。売上データ、生産データ、検
査データや日報などさまざまです。まず、
それらのバラバラに管理されているデータ
を紐づけて1つの大きなデータベースに集
約するのが大変でしたが、これが一番重
要です。
ありがちなケースとして、企業の担当者

がデータをまとめようとしますが、データ
によっては間違いや重複等のノイズがあ
り、企業の担当者が整理するのは大変で
すし、手戻りも発生しやすいです。

三橋　確かにそうですね。まさか自分た
ちのデータが調査時にデータ分析の材料
として使われるとは想定していないと思い 

ます。

吉岡　また、データを分析しやすい形に整
形する作業も一筋縄ではいかないことが
あります。特に、構造化されていないテキ
ストデータ（業務日報のフリーコメントな
ど）については分析用に構造化を行う必要
があり、その点も非常に苦労しました。た
だ、最近はChatGPT1をはじめとしたAIの
進歩が目覚ましいので、テキストデータの
加工や類型化も容易になりつつあります。

Ⅱ

失敗例から学ぶポイントは？

失敗の要点は調査のコントロールに 

あり

三橋　次は視点を変えて、品質不正事案
の失敗例から学ぶポイントを見ていきた
いと思います。

吉岡　失敗につながるケースの代表的な

ものとして、不正対応のコントロールが効
いていないという点です。よく見られるの
が、調査を進めていくなかで関連会社で
新たな品質不正が発覚するといったこと
があります。1つの品質不正が発覚すると、
それが連鎖的な反応を引き起こし、あら
ゆる場所に一気に飛び火することがありま
す。こうした事態は調査を長引かせ、結果、
収拾がつかない状態に陥ることがありま
す。これが大きな課題となっています。

三橋　調査が長期化しないことを心掛け
ることは重要ですが、新たな問題が発覚
した場合は調査せざるを得ません。一方
で、企業もいつまでも外部への説明がで
きず、ジレンマに陥ってしまいがちです。

吉岡　そのとおりですね。会計不正の調
査では、監査人から監査意見を貰うため
に大まかなスケジュールが設定され、それ
に沿って調査が進められます。一方、品質

出典：SSBJ基準案に基づきKPMG作成

出所：KPMG作成

図表2 品質不正事案が発生した際の社内外への対応
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不正調査の場合、会計監査とは異なり、
決められた調査期間は定まっていません。
これが調査が長期化しやすい一因です。
その上、調査が長引けば長引くほど、企業
に掛かる費用も増えてしまいます。そして
何より、調査の長期化に伴い従業員の間
での不安感も同様に増大してしまうという
ことです。このようなことから、不正調査
を行う際はある程度の線引きや、調査の
進行状況を適宜評価し、その都度調整を
行うことが必要だと感じています。

Ⅲ

平時の今だからこそしておく
べきことは何か

品質不正も自然災害と思ってクライシス
マネジメントプランと避難訓練を行う

三橋　ここまで成功や失敗のポイントを
見てきましたが、重要なのは「自社は大丈
夫」と思わないことですね。品質不正事案
も自然災害と同じように考え、いつ発生し
ても対応できるよう平時の時から備える
必要性があると思います。効率的な調査
も含め、具体的な取組み事項として何があ
りますか。

吉岡　対策としていろいろと提唱されて
いますが、冒頭でお話したとおり、品質不
正の多くは数十年前から続くものがあり、
すでに発生しているものについては防ぐこ
とはできません。また、今からリスクを洗
い出しても、その対応ができていないと、
見つけただけで、雪だるまの様に収拾が
つかなくなります。重要なのは、いつ発覚
しても、適切な対応が取れる品質不正の
特徴をとらえたクライシスマネジメントプ
ラン（CMP）を策定することです。

三橋　自然災害の様に日頃の準備は大
切ですね。品質不正の流れはおおむね決
まっており、図表2に示すとおり、「①初動
対応」「②公表判断」「③一次公表」「④
事案調査」「⑤二次公表」「⑥ステークホ

ルダー対応」「⑦決算対応」「⑧再発防止」
「⑨事業再生」に沿った形での事前準備は
必要だと思います。では、具体的にはどの
ような事前準備が効果的でしょうか。

無理して自社で完結させない

吉岡　報道されているような品質不正は
おそらくどの企業にとっても初めての出来
事です。他社の調査報告書や報道されて
いる情報には限りがあり、実際に経験して
みないと分からないことが多く、知見や経
験のある外部の専門家を頼ることも重要
です。

三橋　確かに、私も以前会社側で品質不
正対応をした際は初めての出来事で、試
行錯誤しながら対応していました。

吉岡　逆に会社側の立場では、どのよう
な点に苦労されましたか？

三橋　私個人の感想ですが、初めての経
験であったにもかかわらず無理に自分で
何とかしようと頑張っていた部分があり、
トライアンドエラーアプローチでやっては
軌道修正するといった回りくどいやり方で
した。頼りにしようと思っていた専門家も
いざコンフリクト等で断られかねないの
で、今思えば自身の反省点も感じており、
事前準備の必要性は感じます。

吉岡　おっしゃるとおり、いざ品質不正
が発覚して公になれば、対応に当たってい
る会社の方は余裕がなくなると思います
し、初めてのことでやりながら考えて進め
てしまいがちです。また、不正対応はまず
弁護士へ相談することから始まると思いま
すが、その他にも、PMO（プロジェクト・
マネジメント・オフィス）支援ができる危機
管理コンサルタント、フォレンジックや認
証機関アドバイザーなど、多種多様のアド
バイザーが存在します。また、第三者がい
るからこそ、対応や調査に信ぴょう性が高
まることも視野に入れておく必要があり 

ます。

三橋：そうですね。平時の今だからこそ、
外部アドバイザーと他社事例を踏まえた品
質不正対策について意見交換を進めるな
ど、外部の意見を取り入れつつ、自社内で
できる事前準備をしておくことが肝要だと
思います。

Ⅳ

さいごに

品質不正事案はその特徴から調査が長
引く傾向があり、事案の収拾に大きな影
響を与えかねません。初動対応時での調
査計画をしっかり練ること、調査のコント
ロールも効かせることが重要です。
しかしながら、いざ対応しようとして

も、慣れないことばかりでうまくいかない
ことが多いのが現状であり、無理に自社
のリソースのみで対応しがちです。不正対
応は経験してみないと分からないことも多
く、「自社は大丈夫」と思う経営者も少な
くありません。
重要なのは、自社でも起こり得ることと

して捉え、自然災害と同様に事前の備えを
しておくことです。
ある企業の調査報告書では、経営者に

他社事例や外部の意見を取り入れること
を推奨している記述もあり、まさに平時の
企業でやるべきこととしては、知見や経験
のある外部アドバイザーと意見交換をし
ながら、「自社にあった備え」を整えていく
ことが肝要です。

KPMGでは、企業の皆様から気軽にご
相談いただけるように、品質不正・品質
不祥事などの品質コンプライアンス違反
事案に特化した法人対象の連絡窓口とし
て「品質コンプライアンスホットライン」を
2024年7月に設置しました。品質コンプラ
イアンスホットラインではKPMGの専門家
による初動対応に関する一般的な助言の
ほか、適切な支援を提供します。
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1  ChatGPTはOpenAI社の商標です。

品質不正事案支援コンテンツ  

ウェブサイトでは、品質コンプライアンス高度化支
援に関する情報を紹介しています。

http://home.kpmg/jp/ja/home/media/
press-releases/2024/07/kc-qc-hotline.html

本稿に関するご質問等は、 
以下の担当者までお願いいたします。

KPMGコンサルティング株式会社
三橋 克矢／マネジャー

 03-3548-5111（代表電話）
 katsuya.mitsuhashi@jp.kpmg.com

http://home.kpmg/jp/ja/home/media/press-releases/2024/07/kc-qc-hotline.html
http://home.kpmg/jp/ja/home/media/press-releases/2024/07/kc-qc-hotline.html
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